
障障
害害
者者
・・
母母
子子
・・

父父
子子
家家
庭庭
のの

皆皆
ささ
んん
へへ

特
別
障
害
者
手
当

心
身
に
著
し
く
重
度
の
障
害
が

あ
る
た
め
、
日
常
生
活
に
お
い
て

常
時
特
別
の
介
護
を
必
要
と
す
る

在
宅
の
20
歳
以
上
の
方
に
支
給
さ

れ
ま
す
。

■
支
給
額
／
月
額
２
万
６
千
860
円

＊
施
設
入
所
や
３
カ
月
以
上
入
院

し
て
い
る
場
合
、
ま
た
所
得
が

一
定
以
上
の
方
は
支
給
さ
れ
ま

せ
ん
。

特
別
児
童
扶
養
手
当

身
体
ま
た
は
精
神
に
中
度
以
上

の
障
害
の
あ
る
児
童（
20
歳
未
満
）

を
養
育
し
て
い
る
保
護
者
に
支
給

さ
れ
ま
す
。

■
支
給
額

▼
１
級
／
月
額
５
万
１
千
550
円

▼
２
級
／
月
額
３
万
４
千
330
円

＊
障
害
児
が
施
設
入
所
の
場
合
、

所
得
が
一
定
以
上
あ
る
場
合
や

公
的
年
金
を
受
け
て
い
る
場
合

は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

障
害
児
福
祉
手
当

特
別
児
童
扶
養
手
当
１
級
の
う

ち
、
重
度
の
障
害
の
た
め
、
常
時

介
護
を
要
す
る
在
宅
の
20
歳
未
満

の
方
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

■
支
給
額
／
月
額
１
万
４
千
610
円

※
児
童
が
施
設
入
所
の
場
合
、
所

得
が
一
定
以
上
あ
る
場
合
や
公

的
年
金
を
受
け
て
い
る
場
合
は

支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

重
度
心
身
障
害
児療育

手
当

特
別
児
童
扶
養
手
当
１
級
の
う

ち
で
、
障
害
児
福
祉
手
当
に
該
当

し
な
い
18
歳
未
満
の
心
身
障
害
児

を
養
育
し
て
い
る
保
護
者
に
支
給

さ
れ
ま
す
。

■
支
給
額
／
月
額
７
千
300
円

※
所
得
制
限
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

児
童
が
施
設
入
所
の
場
合
と
障

害
児
福
祉
手
当
を
受
け
て
い
る

場
合
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

児
童
扶
養
手
当

父
と
生
計
を
同
じ
く
し
て
い
な

い
18
歳
未
満
の
児
童
（
本
年
度
で

18
歳
に
達
す
る
児
童
は
年
度
末
ま

で
対
象
、
ま
た
中
度
以
上
の
障
害

を
有
す
る
場
合
は
20
歳
未
満
の
児

童
）
を
監
護
し
て
い
る
母
、
ま
た

は
母
に
代
わ
っ
て
そ
の
児
童
を
養

育
し
て
い
る
方
に
児
童
扶
養
手
当

が
支
給
さ
れ
ま
す
（
所
得
制
限
が

あ
り
ま
す
）。

■
受
給
資
格
者
（
い
ず
れ
の
場
合

も
国
籍
は
問
い
ま
せ
ん
）

①
父
母
が
離
婚
し
た
後
、
父
と
生

計
を
同
じ
く
し
て
い
な
い
児
童

②
父
が
死
亡
し
た
児
童

③
父
が
重
度
の
障
害
（
国
民
年
金

の
障
害
等
級
１
級
程
度
）
に
あ

る
児
童

④
父
の
生
死
が
不
明
で
あ
る
児
童

⑤
父
か
ら
引
き
続
き
１
年
以
上
遺

棄
さ
れ
て
い
る
児
童

⑥
父
が
法
令
に
よ
り
引
き
続
き
１

年
以
上
拘
禁
さ
れ
て
い
る
児
童

⑦
母
が
婚
姻
に
よ
ら
ず
に
懐
胎
し

た
児
童

⑧
捨
て
子
な
ど
で
母
が
児
童
を
懐

胎
し
た
と
き
の
事
情
が
不
明
で

あ
る
児
童

■
こ
ん
な
時
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん

①
児
童
が

▼
国
内
に
住
所
が
な
い
と
き

▼
父
ま
た
は
母
の
死
亡
に
よ
り

支
給
さ
れ
る
公
的
年
金
給
付

が
受
け
ら
れ
る
と
き

▼
父
に
支
給
さ
れ
る
公
的
年
金

給
付
額
の
加
算
の
対
象
と
な

っ
て
い
る
と
き

▼
労
働
基
準
法
な
ど
の
規
定
に

よ
る
遺
族
補
償
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
る
と
き

▼
児
童
福
祉
施
設
に
入
所
し
て

い
る
と
き
、
ま
た
は
里
親
に

委
託
さ
れ
て
い
る
と
き

▼
母
の
配
偶
者
（
内
縁
関
係
も

含
む
）
に
養
育
さ
れ
て
い
る

と
き
（
父
に
重
度
の
障
害
が
　

あ
る
場
合
は
除
く
）

②
母
ま
た
は
養
育
者
が

▼
国
内
に
住
所
が
な
い
と
き

▼
公
的
年
金
給
付
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
る
と
き
（
国
民
年

金
法
に
基
づ
く
老
齢
福
祉
年

金
を
除
く
）

▼
昭
和
60
年
８
月
１
日
以
降
に
　

手
当
の
支
給
要
件
に
該
当
し

て
か
ら
５
年
を
経
過
し
て
も

請
求
し
な
か
っ
た
と
き

▼
事
実
婚
が
発
見
さ
れ
た
場
合

（
定
期
的
な
訪
問
な
ど
社
会
通

念
上
夫
婦
と
し
て
の
生
活
を

認
め
ら
れ
る
事
実
関
係
が
あ

る
場
合
で
、
こ
の
場
合
事
実

の
発
生
し
た
時
点
に
さ
か
の

ぼ
っ
て
手
当
を
返
還
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
）
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待
望
の
長
男
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
こ
の
子
の
同
級
生
は
何
人
く
ら
い
い
る
の
か
な
？
　
ぜ
ひ
出
生
数
な
ど
も
掲
載
し
て
ほ
し
い
で
す
。

市市
民民
かか
らら
のの
おお
便便
りり

９２０（陣山）

ヒショ、ヒショ、ピッチャン。
　　　　　　　ヒショ、ヤッタン。
あい、アイーン傘

南国市開催競技（夏季大会）

サッカー（少年男子）・ライフル射撃（CP）



南
国
市
交
通
遺
児
手
当

交
通
事
故
（
車
・
汽
車
・
電
車

の
運
行
に
よ
っ
て
生
じ
た
事
故
、

海
難
、
航
空
事
故
）
で
父
母
、
も

し
く
は
父
、
ま
た
は
母
を
失
っ
た

18
歳
に
達
し
た
年
度
末
ま
で
の
児

童
に
市
交
通
遺
児
手
当
が
支
給
さ

れ
ま
す
。

■
支
給
額
／
児
童
１
人
に
つ
き
、

月
額
２
千
円

＊
１
年
以
上
市
内
に
在
住
し
、
現

に
児
童
を
扶
養
し
て
い
る
方
に

限
り
ま
す
。

南
国
市
母
子
父
子福祉

手
当

配
偶
者
の
い
な
い
女
性
・
男
性

が
、
18
歳
に
達
し
た
年
度
末
ま
で

の
児
童
を
養
育
し
て
い
る
場
合
、

ま
た
両
親
を
失
っ
た
18
歳
に
達
し

た
年
度
末
ま
で
の
児
童
を
扶
養
し

て
い
る
場
合
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

■
支
給
額
／
児
童
１
人
に
つ
き
、

月
額
１
千
円

＊
母
親
ま
た
は
父
親
、
お
よ
び
児

童
が
引
き
続
き
１
年
以
上
市
内

に
在
住
し
、
現
に
児
童
を
扶
養

し
て
い
る
方
に
限
り
ま
す
。
な

お
、
市
交
通
遺
児
手
当
を
受
給

し
て
い
る
方
は
該
当
に
な
り
ま

せ
ん
。

母
子
お
よ
び
父
子
家
庭

医
療
費
の
助
成

従
来
の
母
子
家
庭
医
療
費
助
成

制
度
に
加
え
、
７
月
１
日
か
ら
新

た
に
父
子
家
庭
医
療
費
助
成
制
度

が
は
じ
ま
り
ま
す
。

■
助
成
対
象
者
／
次
の
い
ず
れ
か
　

に
該
当
す
る
方
で
す
。

①
配
偶
者
の
な
い
女
子
、
ま
た
は

男
子
と
児
童
と
で
構
成
さ
れ
、

前
年
度
の
所
得
税
が
非
課
税
の
　

世
帯
。

②
前
年
度
所
得
税
非
課
税
の
準
母

子
父
子
世
帯
。

■
申
請
時
に
持
参
す
る
も
の

加
入
し
て
い
る
健
康
保
険
証
、

印
鑑

＊
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
方
は
、

６
月
中
に
申
請
を
し
て
く
だ
さ

い
。

※
障
害
者
・
母
子
・
父
子
家
庭
の

皆
さ
ん
の
各
種
手
当
に
関
す
る
、

お
問
い
合
わ
せ
は

福
祉
事
務
所
社
会
係

（
�
８
８
０
・
６
５
６
６
）ま
で

児
童
手
当
の
支
給
と

現
況
届
の
提
出

■
児
童
手
当
の
支
給
に
つ
い
て

義
務
教
育
就
学
前
の
児
童
を
養

育
し
て
い
る
方
は
、
児
童
手
当
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

＊
所
得
制
限
が
あ
り
ま
す
が
、
平

成
13
年
度
か
ら
所
得
制
限
が
、

大
幅
に
緩
和
さ
れ
て
い
ま
す
。

▼
手
当
の
額
（
月
額
）

第
１
子
・
第
２
子
／
５
千
円

第
３
子
以
降
／
１
万
円

■
児
童
手
当
の
現
況
届
に
つ
い
て
　

現
在
、
児
童
手
当
を
受
給
さ
れ

て
い
る
方
は
、
７
月
１
日
(月)
ま
で

に
現
況
届
を
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。
こ
れ
は
、
受
給
者
の
所
得
状

況
と
、
６
月
１
日
現
在
の
養
育
状

況
な
ど
を
確
認
す
る
た
め
で
す
。

も
し
、提
出
さ
れ
な
い
場
合
は
、

受
給
資
格
が
あ
っ
て
も
、
６
月
以

降
の
手
当
が
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
の

で
、
必
ず
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

＊
公
務
員
の
方
は
、
職
場
で
手
続

き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

※
提
出
先
・
お
問
い
合
わ
せ
は

保
健
課
給
付
係

（
�
８
８
０
・
６
５
５
６
）ま
で

■情報公開制度
 　平成13年度の利用状況は、条例に基づく公開
　請求が７件で、その内訳は、下表のとおりです。
 　文書を全部公開したのは５件で、「後免町都
　市活力再生拠点整備事業報告書」ほか４件を公
　開しました。
 　文書の一部を公開したのは１件で、「市道西
　崎線コンクリート舗装工事に関する文書」につ
　いて、設計書は事業執行過程情報に該当するた
　め非公開とし、設計書を除いて公開しました。
 　請求を不受理としたのは１件で、請求対象の
　文書が存在しなかったため、不受理としました。
 　不服申立てはありませんでした。
 
■個人情報保護制度
 　平成13年度の利用状況は、条例に基づく開示
　請求はありませんでした。訂正請求、適正処理
　の申出及び苦情・相談もありませんでした。 ※お問い合わせは、総務課総務係

　　　　　　　　　（�８８０ー６５５１）まで

◎平成13年度  行政情報公開条例の
　公開請求と処理状況

公　　開　 ５
一部公開　 １
非  公  開　 ０
不  受  理　 １
取  下  げ　 ０

公 開 請 求 ・申 出 件 数 処 理 （ 決 定 ） 状 況 不 服 申 立 て
ー
０
ー
ー
ー

　　   ７
市 長 部 局  ７
市長部局外    ０（ ）

（単位：件）

◎平成13年度  個人情報保護条例の
　開示請求と処理状況

開 示 請 求  ０
訂 正 請 求  ０
適正処理の申出   ０
苦情・相談  ０

開示請求などの件数 内容別件数 不 服 申 立 て
ー
ー
ー
ー

　　   ０
市 長 部 局  ０
市長部局外    ０（ ）

（単位：件）
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おお知知ららせせ

今
月
号
か
ら
裏
表
紙
の
「
市
の
統
計
」
に
、
月
々
の
出
生
数
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。
人
口
な
ど
と
あ
わ
せ
て
参
考
に
し
て
く
だ
さ
い
。

おお
便便
りり
のの
回回
答答

よさこい高知国体秋季大会


